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１．はじめに 

流域の水循環に関し、これまで河川水・地下水とい

った個別の法令・制度による施策は進められてきたが、

水循環系全体を一体として考慮した事例は少なかった。

そのため平成 26 年に、水循環に関する施策を総合的か

つ一体的に推進することを目的として、水循環基本法

が制定された。今後の合理的な水活用や水環境の保全

を考えると、地下水も含めて流域の水循環全体を捉え

た施策が必要である。 

本研究では表流水と地下水を包含した一元的な水循

環管理システムを視野に、水循環基本法をふまえた実

態管理や法制の必要性・あり方について検討している。 

 

２．第３回水管理法制のあり方に関する研究会 

リバーフロント研究所では、平成 24 年度に自主研究

として「水循環域における水管理法制のあり方に関す

る研究会」を設置して検討を進めてきたが、平成 27

年度は 10 月 9 日（金）に熊本県庁を訪問して、第３回

研究会を開催した。研究会には学識者として、明海大

学不動産学部の周藤利一教授と、九州大学大学院法学

研究院の副院長である七戸克彦教授に参加頂いている。 

今回の会議には次の機関が参加し、まず各機関から

水循環や地下水保全に関する取組の紹介が行われた。 

◆熊本県「熊本県の地下水保全対策について」 

熊本県の生活用水の地下水依存度は約 80%と高いた

め、地下水総合保全管理計画を策定して、地下水の合

理的使用と地下水涵養対策の強化に取り組んでいる。 

◆熊本市「熊本市の取組説明」 

熊本市は日本一の地下水都市として、その魅力を PR

している。地下水の水質が課題となっており、硝酸性

窒素濃度を低減させる目的で、家畜排せつ物処理施設

を整備している。 

◆くまもと地下水財団「財団が取り組む地下水保全事

業について」 

平成 24 年に地下水関連機関を統合して設立された

くまもと地下水財団は、地下水に関する環境調査研究、

水質保全対策、涵養、使用適正化の事業を行っている。 

◆リバーフロント研究所「木曽川水系における水循環

構造に関する研究」 

木曽川を例に、表流水・地下水一体となった水循環

構造を把握して見える化を行い、人為的な水利用によ

る水循環への影響を評価分析している。 

◆国土交通省熊本河川国道事務所（討議に参加） 

 

図－１ 熊本地域の地下水の流れ（出典：熊本市） 

 

各機関の取組紹介に続いて行われたフリーディスカ

ッションでは、次のような意見が出された。 

・熊本地域では地下水位が低下し、水収支がバランス

していない状態となっている。 

・都市化を考慮すると、減少する地下水の涵養を農業

に頼るのではなく、恒久的施設が必要と考えられる。 

・白川は正常流量が規定されていないが、正常流量決

定には地下水量の把握が前提となる。 

・農業由来の地下水水質汚染に対する取り組みとして、

グリーン農業を推進している。 

 

 

 

 

 

 

 

写真－１ 第３回研究会の討議状況 
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３．地下水関連施設の視察 

熊本市東区の熊本市上水道健軍水源地、及び白川中

流域の大菊土地改良区における地下水涵養現場を視察

し、施設管理者と意見交換を行った。 

 

３－１ 熊本市上水道の健軍水源地 

熊本市では日平均 220,000m3 の水道水を供給してお

り、健軍水源地はその約 1/4 を賄っている。健軍水源

地内で最大の自噴井となる健軍 5号井は、地下 40m の

深さから、15,000m3/日（学校のプール 50 杯分）の地

下水を湧出している。 

 
写真－２ 健軍水源地の取水井戸 

 

 

写真－３ 自噴井（健軍 5号井） 

 

 
写真－４ 上水道配水ポンプ施設 

 

３－２ 大菊土地改良区における地下水涵養 

熊本県の大津町と菊陽町にまたがる大菊土地改良区

では、平成 15 年から水循環型営農推進運動を行ってい

る。農家は水田転作作物の植え付け前に湛水すること

で連作障害を防止する一方、熊本市と協力企業 5社は

協力農家に対して、湛水期間に応じた助成金を支払っ

ている。協力企業は自社の事業に大量の水を利用して

いるため、地域貢献の一環として地下水涵養に協力し

ている。 

 

図－２ 白川流域の地下水断面図（出典:水土里ﾈｯﾄ大菊） 

 

 
写真－５ 転作田を活用した地下水涵養 

 

 
写真－６ 水田涵養湛水事業の看板（出典:水土里ﾈｯﾄ大菊） 

 

４．おわりに 

これまで本研究会では、水管理に関する各種法制度

や、地域での水循環管理事例について情報収集し、議

論を重ねてきた。今後は、具体的な制度改善に向けた

提言をまとめていく予定である。今回の研究会開催に

当たって、熊本県、熊本市、熊本河川国道事務所の皆

様にはお世話になり、厚くお礼申しあげます。 


